
開発局様式の段階確認願は３巡決裁が必要です。各回（巡）の入力権限は以下のとおり設定されています。

＜ 決 裁 経 路 設 定 ＞

1巡目 現場代理人 → 主任技術者 → 施工管理員 → 現場技術員 → 監督員

2巡目 監督員 → 主任監督員 → 現場技術員 → 施工管理員 → 現場代理人 → 主任技術者

3巡目 監督員 → 主任監督員 → 現場技術員 → 施工管理員 → 現場代理人 → 主任技術者

※ １巡目の最終決裁は「監督員」、２～３巡目の最終決裁は「主任技術者」となります。

※ 総括監督員には回覧されません。

決裁者

段階確認願【開発様式】

発議者帳票種類

段階確認願（開発局様式）の決裁経路について

削除

● 現場代理人（発議者）が入力

し提出する。なお中段（2巡

目の欄）にも入力することが

可能である。

● 発注者(監督員)は1巡目に

修正入力することができな

い(決裁処理のみ)。

● 発注者（発議者）が修正入力

し提出する。

２ 巡 目

● 発注者（発議者）が入力し

提出する。

１ 巡 目

３ 巡 目
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